
建設工事等入札心得 

 

 （目的）  

第１条 この心得は、徳島市が発注する建設工事及び建設工事に関する測量、調査、設計業

務等の委託の競争入札を適正に執行するため、徳島市契約規則（平成３年４月１日規則第

５号）工事請負契約約款（平成２４年１０月１日徳島市告示第１８７号）及び業務委託契

約約款（平成２４年１０月１日徳島市告示第１８８号）その他の法令等に定めるもののほ

か、入札に関する入札者（入札に参加する法人又は個人をいう。以下同じ。）の遵守事項

等を定め ることを目的とする。 

 （入札に際しての留意事項） 

第２条 入札者は、設計書、図面、仕様書、その他当該入札に関する書類並びに現場等を熟

知のうえ、入札しなければならない。徳島市が現場説明会等の事前説明を行う場合は、現

場説明等その他当該入札にかかる事前説明を受けていない者は、当該入札に参加するこ

とができない。 

２ 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）

等法令に抵触する行為を行ってはならない。 

３ 入札書及び委任状は本市所定の様式（市で販売しているもの、ホームページのＰＤＦ形

式から印刷したもの）又は様式のコピーを使用しなければならない。ただし、電子入札シ

ステムにより行う場合はこの限りでない。 

４ 入札書は、所要事項を記載のうえ、入札者の記名押印をして、当該入札に係る件名、入

札者の主たる営業所の所在地及びその商号を記載した封筒に入れ、入札するものとする。

所定の時間内に入札書の提出をしない者は、入札を棄権したものとして取り扱うものと

する。電子入札システムにより入札を行う場合は、入力画面上において作成し、電子認証

により登録されたＩＣカードを使用し、指定の日時までに入札金額等を入力し、送信する

ものとする。 

５ 入札書記載金額は、特に市長から指示がある場合を除き、契約希望金額の １１０分の

１００に相当する金額とする。 

６ 入札書を一旦入札箱に投函した後は、その引き替え、変更または取り消しはできない。

電子入札システムによる入札書提出後は、原則として、撤回、訂正等はできないものとす

る。ただし、電子入札システムにより行う入札において、入札書提出後配置予定技術者が

配置できなくなった場合等参加資格を喪失したと認められるときは、入札者が開札まで

の間に入札辞退理由書（様式１）を徳島市に持参し、直接入札執行者に提出した場合に限

り、入札の辞退を行えるものとする。この場合において、入札者は、入札辞退理由書を提

出した案件には再度入札できないものとする。また、入札者は、入札辞退理由書の提出に

よって、入札を辞退することはできるが、いかなる場合でも入札金額の訂正、各種提出書

類の訂正はできないものとする。 



   また、総合評価落札方式による入札においては、上記に加えて、入札書提出後、申請書

の技術職員配置計画書に記載した配置予定技術者を本工事に配置できなくなった場合は、

落札決定までの間は入札辞退理由書（様式１）を受付けるものとする。この場合において、

入札辞退理由書の提出が開札までであれば、辞退の扱いとし、開札後から落札決定までで

あれば、失格の扱い 

 とする。 

７ 入札執行回数は２回までとし、入札執行限度２回以内において落札者がないときは入

札の打ち切り、または予定価格との差を勘案し随意契約とする場合がある。電子入札シス

テムにより行う場合は、入札回数は１回とし、再入札は行わない。 

８ 代理人が入札する場合は、当該入札執行前に委任状を入札執行者に提出しなければな

らない。電子入札システムにより行う場合は、代表者から入札・見積権限及び契約権限に

ついて年間委任状により委任をうけた者のＩＣカードに限るものとし、復代理人の入札

は認めないものとする。 

９ 代理人及び復代理人が入札する場合において、入札書の記名はつぎの例によるものと

する。年間委任状を提出している代理人が入札する場合も同様とする。電子入札システム

により行う場合は入札者の名称を記入する。 

         住所 （主たる営業所の所在地） 

        氏名 （名称または商号） 

         代表者名 （氏名） 

         代理人  （氏名）         印  

10  電子入札システムにより行われる入札に参加する者は入札書と同時に入札金額を積算

した内訳明細書（以下「内訳明細書」という。）を提出しなければならない。内訳明細書

に重大な不備がある場合は、当該内訳明細書を提出した者の入札を失格とする。 

 （入札の辞退） 

第２条の２ 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退するこ

とができる。ただし、電子入札システムにより行う場合は別に定める。 

２ 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、つぎの各号に掲げるところによ

り申し出るものとする。 

 ⑴ 入札執行前にあっては、入札辞退届（様式２）を市長に提出する。 

 ⑵ 入札執行中にあっては、入札辞退届または、その旨を記載した入札書を入札執行者に

提出するものとする。 

３ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取り扱いを受

けるものではない。 

（入札の取りやめ等） 

第３条 入札者が連合し、または不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行す

ることができないと認めるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延



期し、若しくは取りやめることがある。 

２ 入札は本市の都合により取りやめることがある。 

 （入札の規律） 

第４条 入札執行者は、つぎの各号の一に該当する者の入札を拒否し、または 入札場外に

退去させることができる。 

⑴ 入札者以外の者 

 ⑵ 入札開始時刻に遅刻した入札者 

 ⑶ 入札執行係員の指示に従わない入札者 

 （入札が無効になる事項） 

第５条 つぎの各号の一に該当する入札は、無効とする。 

 ⑴ 入札に参加する者に必要な資格がない者がした入札 

 ⑵ 入札件名を表示せず、若しくはその記載が不明瞭であり、または一定の数字を以て価

格を表示していない入札 

 ⑶ 同一の入札において同一人がした２以上の入札 

 ⑷ 同一の入札において他の入札者の代理を兼ね、または２人以上の入札者の代理をし

た者の入札 

 ⑸ 同一の入札において入札者及びその使用人が他の入札者の代理をした者の入札 

 ⑹ 委任状を提出しない代理人がした入札または代理人の表示のない入札 

 ⑺ 入札者の記名押印のない入札（電子入札システムにより行う場合は、電子認証書を取

得していない者の入札） 

 ⑻ 入札金額を訂正した入札及び入札年月日を誤りまたは記載のない入札 

 ⑼ 再度入札において、前回入札の最低の入札金額（未落札金額）以上でした入札 

 ⑽ 入札に関し、不正の行為があった者のした入札 

 ⑾ 前各号に定めるもののほか、入札に関する条件に違反した入札 

 （契約書等の提出） 

第６条  落札者は、本市所定の契約書２部に記名押印し、落札決定の日から１４日以内に

契約監理課に提出し契約を締結しなければならない。ただし、市長の承諾を得て、この期

間を延長することができる。 

２ 落札者が前項に規定する期間内に契約を締結しない場合は、落札はその効力を失うも

のとする。 

３ 落札者は、契約締結時に契約監理課へ当該工事に係る建設業退職金共済事業掛金収納

書を提出しなければならない。 

４ 落札者は、契約締結時に配置予定の技術者を記載した現場代理人及び主任技術者等選

任（変更）通知書を契約監理課へ提出しなければならない。 

５ 契約金額が１，０００万円以上の工事を落札した者は、契約締結時に契約監理課へ任意

の労働災害保険の契約を締結している旨を証する書面を提出しなければならない。 



 （前払いの特約） 

第７条 落札者は、契約金額が１３０万円を超える場合は、契約締結時に、その申し出によ

り契約金額の１０分の４以内（工事に関する業務委託の場合は１０分の３以内）の前払い

の特約をすることができる。ただし、公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７

年法律第１８４号）の規定による保証事業会社の保証がない場合は前払金は請求できな

い。 

２ 前項の前払金の請求は、契約締結後速やかにしなければならない。 

（中間前金払の特約） 

第８条 契約金額が１３０万円を超える工事の落札者は、契約金額の１０分の２以内の中

間前金払の特約をすることができる。 

２ 中間前払金の割合は、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が契約金額（変更契約

がある場合は変更後の請負代金額）の１０分の６を超えてはならないものとする。 

（契約保証金） 

第９条 落札者は、契約金額の１０分の１以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保

を契約の締結前に納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は

一部を免除された場合はこの限りでない。 

２ 落札者は、前項ただし書きの場合において、契約保証金を免除された理由が落札者が保

険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したこと又は落札者から

委託を受けた保険会社と公共工事履行保険契約を締結したことによるものであるときは、

当該履行保証保険契約に係る保険証券を市長に提出しなければならない。 

３ 落札者は契約保証金を納付する場合において、あらかじめ、現金を徳島市指定の納入通

知書兼領収書により徳島市指定金融機関に納付しなければならない。 

４ 落札者は、契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であ

るときは、あらかじめ、徳島市指定の有価証券納付明細書及び委任状の配布を受け、これ

に 有価証券を添えて提出しなければならない。 

５ 落札者は、契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が銀行等又は公

共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定

する保証事業会社の保証である場合は、当該保証に係る保証書を提出しなければならな

い。 

 

  附  則 

１ この心得は平成２年４月１日から施行する。 

２ この心得は平成６年１０月１日から施行する。 

３ この心得は平成７年１０月１日から施行する。 

４ この心得は平成９年４月１日から施行する。 

５ この心得は平成１１年４月１日から施行する。 



６ この心得は平成１２年４月１日から施行する。 

７ この心得は平成１６年７月２０日から施行する。 

８ この心得は平成１７年６月１日から施行する。 

９ この心得は平成１８年２月１日から施行する。 

10 この心得は平成１９年６月１日から施行する。 

11 この心得は平成１９年１０月１日から施行する。 

12 この心得は平成２０年１０月１日から施行する。 

13 この心得は平成２１年６月１日から施行する。 

14 この心得は平成２３年４月１日から施行する。 

15 この心得は平成２４年１０月１日から施行する。 

16 この心得は平成２５年１０月１日から施行する。 

17 この心得は平成２６年４月１日から施行する。 

18 この心得は平成２７年４月１日から施行する。 

19 この心得は平成３０年４月１日から施行する。 

20 この心得は平成３１年４月１日から施行する。 

21 この心得は令和元年１０月１日から施行する。 

22 この心得は令和３年４月１日から施行する。 

 


